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はじめに

(社)長崎県理学療法士会 会 長 塩 塚 順
平成 15 年度に医療機関や施設間の情報共有手段の一つとして、理学療法士会（PT）、作業療

法士会（OT）、言語聴覚士会（ST）協働のもと作成しました「小児リハビリテーションガイド

マップ」は多くの関係機関で活用していただいています。しかし、時間の経過と共に小児リハビ

リテーションを取り巻く環境も大きく変化し、実情と内容の相違がでてまいりました。

そこで、今回は３士会に加え長崎県医療社会事業協会の協力を得て、内容についても多角的な

視点から情報の更新と、よりよい連携のツールとするべく改訂を行い、「小児リハビリテーシ

ョンガイドブック」として第 2 版を発行いたしました。小児リハビリテーションに関わる様々な

情報の共有は連携を行ううえで不可欠であり、提供できるサービスも大きく異なってくると考え

られます。今回作成いたしました「小児リハビリテーションガイドブック」を関係者・関係機関

で有効に活用していただければ幸いに存じます。

長崎県作業療法士会 会 長 沖 英 一
発達障害の作業療法は、発達時期に障害を受けた子供たちに対して、遊びを中心としたいろい

ろな作業活動を利用して、個々の子供の発達課題（運動機能、日常生活技能、学習基礎能力、心

理社会的発達など）や現在、将来にわたる生活を考慮した治療を行います。また、たとえ障害が

あっても家庭や学校、社会で生き生きと生活できるように指導、援助を行います。障害をもつ子

供たちが長崎県下どの地域に生まれ育っても普通の生活が出来るよう支援するには、その子供に

携わるものが、各地域において緊密に情報を共有することは重要なことだと考えます。リハビリ

テーションサービスを提供する際に、この「小児リハビリテーションガイドブック」を有効に活

用して欲しいと願います。

このガイドブックの発行に直接尽力いただいた関係者各位に感謝いたします。

長崎県言語聴覚士会 会長 大野 千恵子
ことばの発達の遅れは、こども自身やその家族に、たとえようも無い不安と苦しみを与えます。

こどもの相談に「ことばが遅い」という主訴が多いのは、そのことと無関係ではないでしょう。

コミュニケーション機能は、運動・感覚・認知・情動・知能などすべての総和として獲得され

るものであり、社会生活の中で発達していきますから、コミュニケーション障害に対する時、多

職種で連携することは大変重要です。

6年振りに「小児リハビリテーションガイドブック」が改訂されることになり、リハビリテー

ション専門職能団体が協力し合い作業を行いました。

初版時と比較すると、小児を言語聴覚療法の対象とする施設は少しずつ増加してきています。

このガイドブックが関係者・関係機関で広く有効に活用されることを期待しています。

長崎県医療社会事業協会 会長 折原 重光
『小児リハビリテーションガイドブック』の発刊おめでとうございます。私ども「長崎県医療社

会事業協会」に、ご挨拶の機会をいただきましたことを大変光栄に存じております。

ソーシャルワーカー（ＳＷ）の業務に関しては未だ法的に明確に定められてはおりませんが、

本県においては、第二次大戦後間もなくの被爆の傷跡が生々しい状況の中、保健行政の一環とし

て始められた「医療社会事業」を創成として「保健」「医療」「福祉」それぞれの現場で相談業務

にあたっております。特に、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）に関しては、「退院」や「連携」

の分野でリハビリテーション職の皆様との協働によって、患者様・利用者様への支援を行なって

参りました。

現在の制度上、疾病に焦点をおいた医療連携や介護保険利用に即した福祉連携は充実しつつあ

り、病院機能分化も進んできましたが、小児医療・福祉の連携は、一部の分野でしか把握なされ

ていないように感じられます。このガイドブックをもとに、私たちＳＷにも連携の一役を担う機

会をいただければ幸いに存じます。
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